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力らがやき
健康企業宣言

ト
ロ
一

一
・・ロ 証

事業所名

株式会社 ビ イングホールディングス

宣言洵容

1.健診史診のイ圭逸
被保険オ (35歳以上)の掟診史診牟を100%と します。
被扶暮オ (40歳以上)の掟診史診牟 50%以上を目指します。

2.特定係使指導実施牟 50%灰上
メタボ対象オに対する協会けんぼまたは掟診機関の特定株掟指導を積極的に
オ1用 し、健康サポート終了φ可逹オ50%以上を目指します。

3.再検査 。妥治恭若への諄入診勧奨
俺診の詰来、再検査や治本が奥妥な場合、医本機関での史診を勧めます。

☆事業所について、かがやき健康企業宣言事業所であることを証する
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力うがやき
健康企業宣言

ト
ロ
一
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事業所名

オ朱式会社 アクティー

宣吉内容

1.健診諄入診の粋4
被保険オ (35歳成上)の掟診史診牟を100%と します。
被扶慕オ (40歳成上)の掟診史診牟 50%成上を目指します。

2.特定係使指導実施牟 50%漱上
メタボ対象オに対する協会けんぽまたは使診機関の特定係掟指導を積極的に

オll用 し、健康サポート終了到逹オ 50%以上を目指します。

3.再検査・妥治恭オヘの史診勧奨
掟診の結果、再検査や治泰が熟妥な場合、医泰機関での史診を初めます。

☆事業所について、かがやき健康企業宣盲事業所であることを証する
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力うがやき
健康企業宣言

ト
ロ
一

一
・・ロ 証

事業所名

オ朱式会社 福井アクティー

容内一・ロ
歩
口
一

1.使診史診の粋逸
被保険オ (35歳以上)の掟診史診牟を100%と します。
被扶本方 (40歳灰上)の掟診史診牟 50%以上を目指します。

2.特定係使指導実施牟50%灰上
メタボ対疑オに対する協会けんぽまたは掟診機関の特定係掟指導を積極的に

オll用 し、健康サポート終了Fil逹若50%以上を目指します。

3.再検査・妥治碁オヘのとぇ診勧奨
掟診の結果、再検査や治本が熟妥な場合、医泰機関での史診を勧めます。

☆事業所について、かがやき健康企業宣吉事業所であることを証する
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登録番号 協第104386号

―
従業員の健康は企業の1誇リ 

ー

活気ある職場 1.ま従業員の健康づくりから

株式会社 東京アクティー 殿

健診を100%実施します 再検査の方に受診勧奨します

特定保健指導の活用をします 健康づくり環境を整えます

「禁煙」に取り組みます 「心の健康」に取り組みます
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貴事業所は全国健康保険協会東京支部

と協力して健康企業宣言を行い上記の

取組みを行つていることを証します

全国健康保1険協会東京
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力〕がやき
健康企業宣言

トロ一
‐
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事業所名

株式会社 コラビス

宣盲内容

1.掟診諄ぇ診の枠逸
被保険オ (35歳以上)の掟診史診牟を100%と します。
被扶恭オ (40歳球上)の掟診史診牟50%以上を目指します。

2.特定係掟指導実施牟 50%灰上
メタボ対象オに対する協会けんぼまたは掟診機関の特定係掟指導を積極的に

オll用 し、健康サポート終了φil逹ラ哲50%球上を目指します。

3.再検査 。妥治恭若への諄入診勧奨
掟診の結果、再検査や治本が羹妥な場合、医慕機関での史診を勧めます。

☆事業所について、かがやき健康企業宣吉事業所であることを証する
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登録番号 協第 104387号

従業員の健康は企業の誇り

活気ある職場I.ま従業員の健康づくりから

・
…督
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株式会社 横浜LSP殿
健診を100%実施します 再検査の方に受診勧奨します

特定保健指導の活用をします 健康づくり環境を整えます

「禁煙」に取り組みます 「心の健康」に取り組みます
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貴事業所は全国健康保険協会東京支部

と協力して健康企業宣言を行い上記の

取組みを行つていることを証します

全国健康保1険協会
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力・がやき
健康企業宣言

ト
ロ
一

‐
ー 証ロ

事業所名

株式会社 オリエンタル

宣吉内容

1.掟診諄ぇ診の粋4
被保険オ (35歳灰上)の掟診史診牟を100%と します。
被扶本オ (40歳灰上)の掟診史診牟 50%成上を目指します。

2.特定係徒指導実施牟 50%灰上
メタボ対象考に対する協会けんぽまたは掟診機関の特定係掟指導を積極的に
オ1用 し、健康サポート終了夢1建オ50%以上を目指します。

3.再検査・妥治本オヘの史診勧奨
掟診の結来、再検査や治慕が亮妥な場合、医本機関での史診を勧めます。

☆事業所について、かがやき健康企業宣盲事業所であることを証する
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か力言やき
健康企業宣言
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事業所名

株式会社 口川自動車

宣言内容

1。 健診え診の作進
薇保険オ (35歳以上)の健

´
診史診率をloO%と します。

薇扶春者 (40歳以上)の掟診え診率 50%以上を目指 します。

2。 特定保健指導実施率 50%以上
メタボ対象者に対する協会けんぽまたは健診機関の特定保健指導を積極的に

利用し、健康サポート終了到逹者50%以上を目指します。

3.再検査・妥治碁者へのえ診勧奨
ヽ

健診の浩呆、再検査や治碁が必要な場合、医療機関でのえ診を勧めます。

脅

責事業所について、かがやき健康企業宣言事業所であることを証する
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今わ 7年 1月 6日

全国健康保険協会石川え部
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健康企業宣言
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事業所名

株式会社 Gappa

宣盲内容

1.掟診諄ぇ診の粋進
被保険オ (35歳灰上)の掟診史診牟を100%と します。
被扶慕オ (40歳以上)の掟診史診牟50%以上を目指します。

2.特定保使指導実施牟50%灰上
メタボ対森オに対する協会けんぼまたは掟診機関の特定保掟指導を積極的に
分ll用 し、健康サポート終了φll逹オ50%以上を目指します。

3.再検査 。妥治本オヘの諄ぇ診初奨
掟診の結果、再検査や治本が熟妥な場合、医泰機関での史診を勧めます。

責事業所について、かがやき健康企業宣吉事業所であることを証する
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力】がやき
健康企業宣言
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事業所名

オ朱式会社 ベプロ

宣盲内容

1.掟診史診の推進
被保険オ (35歳灰上)の掟診史診牟を100%と します。
被扶暮オ (40歳以上)の掟診史診牟50%灰上を目指します。

2.特定係掟指導実施牟50%灰上
メタボ対象オに対する協会けんぽまたは使診機関の特定株掟指導を積極的に
オll用 し、健康サポート終了到竜オ50%以上を目指します。

3.再検査・妥治本オヘの史診勧奨
掟診の結果、再検査や治本が熟妥な場合、医泰機関での史診を勧めます。

☆事業所について、かがやき健康企業宣吉事業所であることを証する
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力〕がやき
健康企業宣言

ト
ロ
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‐
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事業所名

北陸物流効率化事業協同組谷

容内一・ロ渉口一
1.使診史診の粋4
被保険オ (35歳以上)の使診史診牟を100%と します。
被扶本方 (40歳以上)の掟診史診牟 50%ンス`上を目指します。

2.特定係使指導実施牟 50%灰上
メタボ対象オに対する協会けんぽまたは掟診機関の特定係掟指導を績極的に
オll用 し、健康サポート盗了夢1逹若50%以上を目指します。

3.再検査 。妥治本オヘの史診勧奨
掟診の結来、再検査や治本がぬ妥な場合、医慕機関での史診を勧めます。

☆事業所について、かがやき健康企業宣吉事業所であることを証する
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力Bがやき
健康企業宣言
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事業所名

株式会社 A2ロ ジ

宣盲内容

1.徒診史診の粋逸
被保険オ (35歳泳上)の掟診史診牟を100%と します。
被扶奏オ (40歳成上)の使診史診牟 50%以上を目指します。

2.特定係使指導実施牟 50%灰上
メタボ対疑オに対する協会けんぽまたは使診機関の特定係掟指導を積極的に
オll用 し、掟康サポート終了φll逹オ50%以上を目指します。

3.再検査 。妥治恭オヘの史診勧奨
掟診の結果、再検査や治本が羹妥な場合、医泰機関での史診を勧めます。

責事業所について、かがやき健康企業宣吉事業所であることを証する
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仝国健康保険協会石夕lIえ部
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